
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フローティングゲートに電荷を蓄積することによりデータを記憶する複数のメモリセル
を有し、前記メモリセルは前記フローティングゲート上にコントロールゲートを有する不
揮発性半導体記憶装置において、
　前記フローティングゲートの電荷の交換について第１の電荷交換能力を有する第１のメ
モリセル群と、
　前記第１の交換能力より高い第２の電荷交換能力を有する第２のメモリセル群と、
　前記第１及び第２のメモリセル群のメモリセルのフローティングゲートに電荷を注入す
る書き込みを行った後の第１の読み出し時に、前記フローティングゲートへの電荷の注入
の有無による閾値電圧の違いに対応する第１の読み出し電位を前記コントロールゲートに
印加し、前記第１及び第２のメモリセル群のメモリセルに全面プログラム後に全面消去、
又は全面消去後に全面プログラムした後の第２の読み出し時に、前記第１及び第２の電荷
交換能力による閾値電圧の違いに対応する第２の読み出し電位を前記コントロールゲート
に印加する読み出しレベル生成回路とを有することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置
。
【請求項２】
　フローティングゲートに電荷を蓄積することによりデータを記憶する複数のメモリセル
を有し、前記メモリセルは前記フローティングゲート上にコントロールゲートを有する不
揮発性半導体記憶装置において、
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　前記フローティングゲートの電荷の交換について第１の電荷交換能力を有する第１のメ
モリセルと、前記第１の交換能力より高い第２の電荷交換能力を有する第２のメモリセル
とを有する第１のメモリ領域と、
　前記第１または第２の電荷交換能力のいずれか一方を有するメモリセルを有する第２の
メモリ領域と、
　前記第１のメモリ領域内の第１及び第２のメモリセルのフローティングゲートに電荷を
注入する書き込みを行った後の第１の読み出し時に、前記フローティングゲートへの電荷
の注入の有無による閾値電圧の違いに対応する第１の読み出し電位を前記コントロールゲ
ートに印加し、前記第１のメモリ領域内の第１及び第２のメモリセルに全面プログラム後
に全面消去、又は全面消去後に全面プログラムした後の第２の読み出し時に、前記第１及
び第２の電荷交換能力による閾値電圧の違いに対応する第２の読み出し電位を前記コント
ロールゲートに印加する読み出しレベル生成回路とを有することを特徴とする不揮発性半
導体記憶装置。
【請求項３】
　フローティングゲートに電荷を蓄積することによりデータを記憶する複数のメモリセル
を有する不揮発性メモリ領域を有するマイクロプロセッサにおいて、
　前記不揮発性メモリ領域は、前記フローティングゲートの電荷の交換について第１の電
荷交換能力を有する第１のメモリセルと、前記第１の交換能力より高い第２の電荷交換能
力を有する第２のメモリセルとを有する第１のメモリ領域と、前記第１または第２の電荷
交換能力を有するメモリセルを有する第２のメモリ領域とを有し、
　前記第１のメモリ領域内に、前記第１及び第２のメモリセルの組み合わせによってブー
ト用プログラムが記録され、
　更に、前記第１のメモリ領域内の第１及び第２のメモリセルのフローティングゲートに
電荷を注入する書き込みを行った後の第１の読み出し時に、前記フローティングゲートへ
の電荷の注入の有無による閾値電圧の違いに対応する第１の読み出し電位を前記コントロ
ールゲートに印加し、前記第１のメモリ領域内の第１及び第２のメモリセルに全面プログ
ラム後に全面消去、又は全面消去後に全面プログラムした後の第２の読み出し時に、前記
第１及び第２の電荷交換能力による閾値電圧の違いに対応する第２の読み出し電位を前記
コントロールゲートに印加する読み出しレベル生成回路を有することを特徴とするマイク
ロプロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フローティングゲートに電荷を蓄積するまたは蓄積しないことによりデータの
記憶を行う不揮発性半導体記憶装置に関し、特に、通常の書き込みや消去動作を行っても
、所定の初期データを再度読み出すことが可能な不揮発性半導体記憶装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
フローティングゲートを有するＥＥＰＲＯＭは、電源が切断されても記憶が失われないこ
とから、不揮発性半導体記憶装置として長期に渡り保存すべきデータやプログラム等の記
憶に利用される。かかるＥＥＰＲＯＭは、所定のブロック毎の消去を行うフラッシュメモ
リとしても利用され、かかるフラッシュメモリは、例えばマイクロプロセッサに内蔵され
るプログラム用のメモリとして利用される。
【０００３】
マイクロプロセッサなどに内蔵される不揮発性半導体記憶装置（以下簡単のために例示的
にフラッシュメモリとする）に、データやプログラムを書き込む為には、第１に、外付け
の書き込み装置を使用して書き込む方法、第２に、外付けの書き込み装置を利用して一旦
ブートプログラムを書き込み、その後このブートプログラムを利用して本来のデータやプ
ログラムを書き込む（ダウンロード）方法、第３に、上記のブートプログラムを記録した
ＲＯＭを別途設け、そのＲＯＭ内のブートプログラムを利用して本来のデータやプログラ
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ムを書き込む（ダウンロード）方法などがある。
【０００４】
上記の第１の方法は、書き込みに要する工数が多く現実的ではない。また、第３の方法は
、データやプログラムのダウンロード用のブートプログラムを格納したＲＯＭを別途設け
る必要があり、好ましくない。従って、上記の第２の方法が、最も効率的で低コストであ
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、フラッシュメモリの記憶容量を最大限利用して大容量のデータやプログラ
ムをダウンロードするためには、予め格納されているブートプログラムを記憶している領
域に上書きを行う必要がある。このブートプログラムは、一旦データやプログラムがダウ
ンロードされると、その後は利用されないプログラムであるので、このような上書きを行
っても何ら支障はないはずである。
【０００６】
ただし、例えばブートプログラムを記憶している領域に上書きをした後に、その書き込ん
だデータやプログラムの変更が必要になる場合がある。或いは、ダウンロードの途中に何
らかの動作の不具合が発生し、ブートプログラムは消失したが正常にダウンロードを完了
することができない場合がある。そのような場合、すでにブートプログラムは消失してし
まっているので、再度データやプログラムをダウンロードしようとしても、そのためのブ
ートプログラムが存在せず、マイクロプロセッサへのデータやプログラムの書き込みが行
えなくなるという課題がある。
【０００７】
そこで、本発明の目的は、誤ってブートプログラム等の初期データを消去してしまっても
、後でその初期データを読み出すことができる不揮発性半導体記憶装置を提供することに
ある。
【０００８】
更に、本発明の目的は、所定のデータ等が上書きされた後に、メモリセルを上書き前の状
態に復帰させることができ、上書き前の記憶データの読み出しが可能な不揮発性半導体記
憶装置を提供することにある。
【０００９】
更に、本発明の目的は、上記の目的の不揮発性半導体記憶装置を有するマイクロプロセッ
サを提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明は、フローティングゲートに電子などの電荷を蓄積
するまたはしないことによりデータを記憶するメモリセルを有する半導体記憶装置におい
て、更に、そのメモリセルを第１の電荷交換能力を持つ第１のメモリセルと第２の電荷交
換能力を持つ第２のメモリセルにすることで、復活させたいデータを記憶させることを特
徴とする。メモリセルへの全面消去または全面書き込み（プログラム）を行うことにより
、メモリセルの異なる電荷交換能力に従って、異なる閾値電圧状態にすることができ、復
活させたいデータの読み出しが可能になる。
【００１１】
上記の目的を達成するために、本発明は、フローティングゲートに電荷を蓄積することに
よりデータを記憶する複数のメモリセルを有する不揮発性半導体記憶装置において、
前記フローティングゲートの電荷の交換について第１の電荷交換能力を有する第１のメモ
リセル群と、
前記第１の交換能力より高い第２の電荷交換能力を有する第２のメモリセル群とを有する
ことを特徴とする。
【００１２】
上記の発明において、前記メモリセルは、第１の導電型の半導体基板表面に形成され、当
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該半導体基板表面に形成された第２の導電型のソース領域およびドレイン領域と、前記ソ
ース、ドレイン領域の間の前記第１の導電型のチャネル領域上に形成された前記フローテ
ィングゲートと、該フローティングゲート上に形成されたコントロールゲートとを有し、
前記第１のメモリセル群の前記チャネル領域は、前記第２のメモリセル群の前記チャネル
領域と不純物濃度が異なることを特徴とする。
【００１３】
更に、上記の発明において、
前記メモリセルは、前記フローティングゲート上にコントロールゲートを有し、
更に、第１の読み出し時に、前記コントロールゲートに第１の読み出し電位を印加し、前
記第１の読み出し時と異なる第２の読み出し時に、前記コントロールゲートに前記第１の
読み出し電位と異なる第２の読み出し電位を印加する読み出しレベル生成回路を有するこ
とを特徴とする。
【００１４】
上記の目的を達成するために、本発明は、フローティングゲートに電荷を蓄積することに
よりデータを記憶する複数のメモリセルを有する不揮発性半導体記憶装置において、
前記フローティングゲートの電荷の交換について第１の電荷交換能力を有する第１のメモ
リセルと、前記第１の交換能力より高い第２の電荷交換能力を有する第２のメモリセルと
を有する第１のメモリ領域と、
前記第１または第２の電荷交換能力のいずれか一方を有するメモリセルを有する第２のメ
モリ領域とを有することを特徴とする。
【００１５】
上記の発明において、
前記メモリセルは、前記フローティングゲート上にコントロールゲートを有し、
第１の読み出し時に、前記コントロールゲートに第１の読み出し電位を印加して前記第１
のデータを読み出し、前記第１の読み出し時と異なる第２の読み出し時に、前記コントロ
ールゲートに前記第１の読み出し電位と異なる第２の読み出し電位を印加して、前記フロ
ーティングゲートの電荷蓄積状態に応じた第２のデータを読み出すことを特徴とする。
【００１６】
更に、上記の発明において、前記第１のデータはエラー検出コードを有し、前記第１のデ
ータの読み出し時において、当該エラー検出コードを利用して該第１のデータが読み出さ
れることを特徴とする。
【００１７】
上記の目的を達成するために、本発明は、フローティングゲートに電荷を蓄積することに
よりデータを記憶する複数のメモリセルを有する不揮発性メモリ領域を有するマイクロプ
ロセッサにおいて、
前記不揮発性メモリ領域は、前記フローティングゲートの電荷の交換について第１の電荷
交換能力を有する第１のメモリセルと、前記第１の交換能力より高い第２の電荷交換能力
を有する第２のメモリセルとを有する第１のメモリ領域と、前記第１または第２の電荷交
換能力を有するメモリセルを有する第２のメモリ領域とを有し、
前記第１のメモリ領域内に、前記第１及び第２のメモリセルの組み合わせによってブート
用プログラムが記録されることを特徴とする。
【００１８】
上記の発明によれば、上書きされてもブート用プログラムを復活させることができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態例を説明する。しかしながら、かかる実施の形
態例が、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【００２０】
図１は、本実施の形態例の電荷交換能力が異なるメモリセルの例を示す断面図である。図
１に併記されたメモリセルＱ２，Ｑ３は、いずれも、Ｐ型の半導体基板１０の表面に、Ｎ
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型のソース領域２とドレイン領域３とが設けられる。そして、それらの領域間のチャネル
領域４上に、絶縁膜を介してフローティングゲートＦＧが設けられ、更にその上に別の絶
縁膜を介してコントロールゲートＣＧが設けられる。
【００２１】
これらのメモリセルＱ２，Ｑ３のフローティングゲートＦＧには、例えば電子が注入され
ることによりメモリセルのトランジスタとしての閾値電圧が高くなり、注入された電子が
抜き取られることにより閾値電圧が低くなる。電子を注入する場合は、ドレイン領域３を
高い電圧にし、ソース領域２をグランド電位にし、コントロールゲートＣＧを高い電圧に
することで、チャネル領域からフローティングゲートＦＧ内に電子を注入する。かかる動
作は、書き込み動作またはプログラム動作であり、メモリセルは、電子が注入されること
で、その閾値電圧が高くなるデータ「０」の状態になる。また、電子を引き抜く場合は、
ドレイン領域３をフローティングにし、ソース領域２を高い電位にし、コントロールゲー
トＣＧを低い電位または負の電位にする。その結果、フローティングゲートＦＧに蓄積さ
れた電子がソース領域２側に引き抜かれ、閾値が低くなる。この動作は、消去動作であり
、メモイリセルは、電子が引き抜かれることにより、データ「１」の状態になる。
【００２２】
図１に示されたメモリセルＱ２，Ｑ３は、その電荷交換能力に差がある。即ち、フローテ
ィングゲートから電荷を引き抜く能力または電荷を注入する能力に差がある。図１の例で
は、メモリセルＱ２のチャネル領域４にＰ型の不純物が追加的にイオン注入され、例えば
ソース領域２とフローティングゲートＦＧとの重なりの面積が、メモリセルＱ３よりも小
さく形成される。かかる不純物濃度の違いに伴う構成の違いから、例えばフローティング
ゲートＦＧ内の電荷である電子が、ソース領域２側に引き抜かれる速度、即ち電荷交換能
力に差が生じることになる。即ち、上記したソース領域を高い電位にし、コントロールゲ
ートＤＧを低いまたは負の電位にする消去パルスを、データ「０」の状態から両方のメモ
リセルに印加した場合、同じ回数の消去パルスを印加した結果、両メモリセルＱ２，Ｑ３
の間で引き抜かれた電子の量に差が生じる。従って、そのフローティングゲートＦＧ内の
の電子の量の差を閾値の差として読み出すことが可能になる。
【００２３】
図２は、電荷交換能力の異なるメモリセルと通常のプログラム状態または消去状態のメモ
リセルの閾値分布を示す図である。図２の横軸はメモリセルの閾値電圧を示し、縦軸はメ
モリセルの数を示す。図２には、通常の読み出し電圧ＶＲ、書き込みベリファイレベルＶ
Ｆ０、消去ベリファイレベルＶＦ１、及び電荷交換能力による初期データに対する読み出
し電圧ＢＲ、「０」ベリファイレベルＢＶ０、「１」ベリファイレベルＢＶ１とが示され
る。
【００２４】
図１に示したメモリセルは、いずれの場合も、プログラムされることによりフローティン
グゲートに電子が注入されて閾値電圧が高いデータ「０」の状態と、消去されることによ
りフローティングゲートの電子が引き抜かれて閾値電圧が低いデータ「１」の状態とを持
つ。即ち、分布Ｑ１のメモリセルは、その閾値電圧が「０」書き込みのベリファイレベル
ＶＦ０より高い状態である。更に、分布Ｑ２，Ｑ３のメモリセルは、その閾値電圧が「１
」消去のベリファイレベルＶＦ１よりも低い状態である。従って、通常の読み出し電圧Ｖ
ＲをコントロールゲートＣＧに印加することにより、記憶されたデータに従って、メモリ
セルを導通と非導通状態に区別することができる。
【００２５】
更に、メモリセルＱ２，Ｑ３に一旦「０」書き込みを行い、その後フローティングゲート
から電子を引き抜く消去パルスを同じだけ印加すると、両メモリセルの電荷引き抜き能力
の違いにより、メモリセルＱ２は、図２中の閾値電圧が高い分布に含まれ、メモリセルＱ
３は、図２中の閾値電圧が低い分布に含まれる。これらの閾値の違いを利用し、別の読み
出し電圧ＢＲをコントロールゲートに印加することにより、電荷交換能力の違いにより記
憶されたデータに従って、メモリセルを導通と非導通状態に区別することができる。
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【００２６】
即ち、全面書き込み後に全面消去した状態では、電荷交換能力に応じた記憶データを読み
出すことができ、通常のプログラムまたは消去された状態の記憶データも、通常の読み出
し電圧ＶＲを印加することにより読み出すことができる。そして、通常のプログラム動作
をした後でも、全面書き込み後に全面消去を行うことで、電荷交換能力に応じた記憶デー
タを復活させることができる。
【００２７】
図１のメモリセルＱ２，Ｑ３は、フローティングゲートへの電子の注入能力の違いを利用
して、永久に保存しておきたいデータを記憶させることも可能である。
【００２８】
図３は、電子の注入能力の違いを利用した場合の閾値電圧の分布を示す図である。この例
では、通常の書き込みによりデータ「０」が記憶された状態が、分布Ｑ２，Ｑ３のメモリ
セルであり、通常の消去によりデータ「１」が記憶された状態が、分布Ｑ１のメモリセル
である。これらのデータは、通常の読み出し電位ＶＲをコントロールゲートに印加するこ
とで読み出し可能である。
【００２９】
そして、上書きされた初期データを復活させる為には、両メモリセルＱ２，Ｑ３に対して
同様に消去を行い、図３のＱ１の分布の状態から、両メモリセルＱ２，Ｑ３に対して同じ
だけの書き込みパルスを印加する。その場合、メモリセルＱ２は電子の注入能力が低く閾
値電圧の変化が小さいのに対して、メモリセルＱ３は電子の注入能力が高く閾値電圧の変
化が大きい。その閾値電圧の変化の差を利用して、読み出し電位ＢＲをコントロールゲー
トに印加することで、初期データを読み出すことができる。
【００３０】
この様に、電荷交換能力と称する場合、本実施の形態例においては、フローティングゲー
トから電子を引き抜く能力、または電子を注入する能力という意味が含まれる。そして、
例えばチャネル領域の不純物濃度を異ならせることで、電子を引き抜く能力、または注入
する能力を異ならせることができる。
【００３１】
図４は、本実施の形態例のフラッシュメモリの構成図である。このフラッシュメモリは、
フローティングゲートを有するＥＥＰＲＯＭで構成される。複数のワード線ＷＬ０～ＷＬ
２と複数のビット線ＢＬ０，ＢＬ１との交差位置に、フローティングゲートを有するメモ
リセルＭＣ 00～ＭＣ 21が設けられる。メモリセルのコントロールゲートはワード線ＷＬ０
～ＷＬ２に接続され、ドレインはビット線ＢＬ０，１に接続され、ソースは共通のソース
線ＳＬに接続される。
【００３２】
ワード線ＷＬは、ワードデコーダ１０により選択され、レベル生成回路１８から与えられ
る電位に駆動される。また、ビット線ＢＬは、コラムゲートトランジスタＮ０，１を介し
て、センスアンプ１４に接続される。コラムデコーダ１２により選択されるコラム選択信
号ＣＬ０，１に応答して、コラムゲートトランジスタＮ０，１のいずれかが導通し、ビッ
ト線ＢＬに流れる電流状態が、センスアンプ１４により検出される。ソース線ＳＬは、ソ
ース線制御回路２０により所定の電位に制御される。
【００３３】
シーケンサ回路１６は、フラッシュメモリの書き込み（プログラム）、消去、読み出し動
作の制御を、レベル生成回路１８とソース線制御回路２０などに対して行う。また、シー
ケンサ回路１６は、初期データ復活の為の全面書き込み、消去、読み出し動作の制御を行
う。この場合の読み出し動作におけるワード線ＷＬの電位ＢＲは、通常の読み出し時の読
み出し電圧ＶＲとは異なる。更に、ワード線に印加される書き込みベリファイレベルや消
去ベリファイレベルも、図２，３に示した通り異なる。
【００３４】
図５は、初期データを復活する場合の閾値分布の変化を示す図である。図５の例は、上記
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の図２の場合に適用される。図４に示したフラッシュメモリにおいて、例えば、メモリセ
ルＭＣ 00を図２のセルＱ２のような電荷交換能力が低い状態にし、メモリセルＭＣ 01を図
２のセルＱ３のような電荷交換能力が高い状態にする。即ち、メモリセルＭＣ 00、ＭＣ 01
には、初期データ「０，１」が記憶される。それ以外のメモリセルＭＣ 10～ＭＣ 21は、セ
ルＱ３の状態にする。従って、上記した例では、メモリセルＭＣ 00のチャネル領域にＰ型
の不純物をイオン注入する。残りのメモリセルは、従来と同様の構成にする。
【００３５】
通常の書き込みまたは消去は、フローティングゲートＦＧに電子を注入して閾値電圧を高
くし、または電子を引き抜いて閾値電圧を低くする。その場合のベリファイレベルは、図
２に示される「０」ベリファイレベルＶＦ０と「１」ベリファイレベルＶＦ１とが利用さ
れる。
【００３６】
メモリセルＭＣ 00，ＭＣ 01に対しても書き込み動作を行って、最初の初期データが失われ
たとする。この初期データ「０，１」を復活するために、図５（Ａ）に示される通り、先
ず全面に書き込みを行い、閾値電圧を書き込みベリファイレベルＶＦ０以上にする。次に
、図５（Ｂ）に示される通り、復活したい初期データが記憶されたメモリセルＭＣ 00、Ｍ
Ｃ 01に対して、同じ消去パルスを印加する。その結果、両メモリセルは電子の引き抜き能
力の違いから、メモリセルＭＣ 01はより低い閾値電圧に変化し、メモリセルＭＣ 00はそれ
より高い閾値電圧に変化する。
【００３７】
更に、消去パルスを印加し続けると、図５（Ｃ）に示した如く閾値電圧の違いは大きくな
りながら低下し、最後に、図５（Ｄ）に示した通り、メモリセルＭＣ 01の閾値電圧はベリ
ファイレベルＢＶ１よりも低く、メモリセルＭＣ 00の閾値電圧はベリファイレベルＢＶ０
よりも高くなる。
【００３８】
そこで、ワード線ＷＬ 0に読み出し電圧ＢＲを印加すると、メモリセルＭＣ 00は導通せず
、メモリセルＭＣ 01は導通する。この導通、非導通によるビット線の電流によって、セン
スアンプ１４は初期データを検出することができる。
【００３９】
上記の例では、図５（Ｄ）の状態で初期データを読み出す。従って、初期データを読み出
すためには、通常の読み出しレベルＶＲやベリファイレベルＶＦ０，ＶＦ１とは異なるレ
ベルＢＲ、ＢＶ０，ＢＶ１などを生成する必要がある。そのためには、センスアンプ１４
内の図示しないレファレンス用のトランジスタも増やす必要がある。
【００４０】
初期データの別の読み出し方法として、図５（Ｂ）に示される状態で、消去ベリファイレ
ベルＶＦ１を利用して、読み出しを行うこともできる。但し、その場合は、初期データが
書き込まれたメモリセルの閾値電圧の分布の重なりが存在するので、読み出されたデータ
にエラーが含まれる可能性が高い。そこで、その場合は、初期データの記憶に加えて誤り
訂正コード（ＥＣＣ）も記憶させることで、かかるエラーの発生を防止することができる
。単に誤り検出を行うパリティコードだけでなく、誤りを訂正できるコードを追加して記
憶させることが好ましい。
【００４１】
また、図５（Ｄ）の状態で両分布に重なりが存在する場合も、上記と同様に誤り訂正コー
ドを利用して、読み出しデータのエラーの発生を防止することができる。
【００４２】
図６は、本実施の形態例のフラッシュメモリの応用例を示す図である。この応用例は、ハ
ードディスクなどの大容量記録媒体３０の制御用のマイクロプロセッサ３４内に、フラッ
シュメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）を内蔵させた例である。ハードディスク３０の制御基板３２
上に、制御用のマイクロプロセッサ３４が搭載される。このマイクロプロセッサ３４内は
、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭに加えてフラッシュメモリ EEPROMが内蔵される。そして、フラ
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ッシュメモリ内には制御プログラムをダウンロードする時に起動するブートプログラム Bo
otが格納される。このブートプログラムは、上書きされた後も復帰可能なメモリセル領域
に書き込まれている。また、フラッシュメモリには、通常のメモリセル領域ＭＣも含まれ
る。
【００４３】
そして、かかる制御用のマイクロプロセッサ３４に、開発された制御用プログラム３８が
フラッシュメモリ EEPROM内にダウンロードされる。ダウンロードのために、ＣＰＵがフラ
ッシュメモリ内に格納されたブートプログラムを起動し、そのブートプログラムを実行す
る。このブートプログラムの実行に応答して、開発された制御プログラム３８がフラッシ
ュメモリにダウンロードされる。この場合、制御プログラム３８はフラッシュメモリの容
量程度のデータ量を有し、ダウンロードに際しブートプログラム Boot領域上にも上書きさ
れる。
【００４４】
そこで、ダウンロード済の制御プログラムに変更を与える必要がある場合は、初期データ
であるブートプログラムの情報を復活させる必要がある。通常、マイクロプロセッサ３４
を電装基板３２に搭載した後は、外付けのライターを利用して書き込むことができないか
らである。
【００４５】
図７は、図６の応用例において、ブートプログラムを復活させる時のフローチャート図で
ある。フラッシュメモリは、図５（Ｄ）の状態にあり、初期データとしてブートプログラ
ムが格納されている。最初は、フラッシュメモリ内のブートプログラムを読み出すために
、ブートデータの読み出しのための読み出しレベルＢＲに設定する（Ｓ１）。次に、ＣＰ
Ｕはブートプログラムを読み出して、制御プログラム３８をダウンロードする（Ｓ２）。
このダウンロードが成功しない場合（Ｓ３）、または成功してもあとでプログラムの変更
が必要になる場合（Ｓ４）、フラッシュメモリのブートプログラム記憶領域について、全
面書き込みを実行する（Ｓ５）。その結果、図５（Ａ）の状態になる。
【００４６】
そして、その領域に消去パルスを少しづつ印加し（Ｓ６）、所定のベリファイレベル以下
になるまで消去を実行する（Ｓ７）。その結果、図５（Ｄ）の状態に復活させることがで
きる。そして、再度、ブートプログラムを読み出して実行することにより、変更すべき制
御プログラムまたはダウンロードを失敗した制御プログラム３８を再度ダウンロードする
。
【００４７】
制御プログラムのダウンロードが成功し、制御プログラムの変更が不要になると、フラッ
シュメモリは、通常の読み出し動作が行われる。そのために、通常の読み出しレベルに設
定され（Ｓ８）、通常の読み出しが行われる（Ｓ９）。
【００４８】
以上の通り、本実施の形態例のフラッシュメモリを利用することにより、重ね書きされた
初期データを簡単に復活することができる。従って、ブートプログラム等の最初の段階に
おいてだけ使用され後に上書きされるプログラムやデータを記録する場合に、有効である
。
【００４９】
【発明の効果】
以上、本発明によれば、初期データが格納されている領域に別のデータが上書きされても
、簡単に初期データを復活させることができる不揮発性半導体記憶装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態例の電荷交換能力が異なるメモリセルの例を示す断面図である。
【図２】電荷交換能力の異なるメモリセルと通常のプログラム状態または消去状態のメモ
リセルの閾値分布を示す図である。
【図３】電子の注入能力の違いを利用した場合の閾値電圧の分布を示す図である。
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【図４】本実施の形態例のフラッシュメモリの構成図である。
【図５】初期データを復活する場合の閾値分布の変化を示す図である。
【図６】本実施の形態例のフラッシュメモリの応用例を示す図である。
【図７】図６の応用例において、ブートプログラムを復活させる時のフローチャート図で
ある。
【符号の説明】
ＭＣ　　　　　メモリセル
ＣＧ　　　　　コントロールゲート
ＦＧ　　　　　フローティングゲート
Ｑ２，Ｑ３　　電荷交換能力が異なるメモリセル 10

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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